
マ
ス
ク
を
し
て
い
る
と
き
は
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
し
、
熱
中
症
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

情
報
公
開
制
度
は
、
市
が
保
有
す

る
情
報
の
公
開
を
求
め
る
市
民
の
権

利
を
保
障
し
、
透
明
で
開
か
れ
た
市

政
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

制
度
で
す
。

　

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
保

有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
市

民
の
権
利
利
益
を
保
護
し
、
市
民
の

皆
さ
ん
が
自
分
の
情
報
の
開
示
、
訂

正
な
ど
を
求
め
る
権
利
を
保
障
す
る

制
度
で
す
。

　

令
和
元
年
度
の
市
政
情
報
の
公
開

請
求
（
申
出
）、
個
人
情
報
の
開
示

請
求
な
ど
の
状
況
は
、
表
１
か
ら
表

４
ま
で
の
と
お
り
で
す
。

▽
問
合
せ　

総
務
課
法
規
係

　

あ
き
る
野
市
消
防
団
が
、
日
々
市

民
の
皆
さ
ん
や
関
係
機
関
と
と
も
に

火
災
予
防
に
努
め
た
結
果
、
５
月
17

日
に
市
内
に
お
け
る
「
火
災
に
よ
る

死
者
ゼ
ロ
３
０
０
０
日
」を
達
成
し
、

東
京
消
防
庁
消
防
総
監
か
ら
の
表
彰

状
が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
市

民
の
皆
さ
ん
、
関
係
機
関
と
と
も
に

火
災
予
防
に
努
め
、
市
の
安
全
・
安

心
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

▽
問
合
せ　

地
域
防
災
課
防
災
係左からあきる野市消防団長鈴木盛哉氏、

秋川消防署長石坂一夫氏

ද１　࣮施ؔػผの市政ใ公開ٻ（ਃग़）݅
実施機関 主管課 件数 主管課 件数

市長

企画政策課 ５ 観光まちづくり推進課 １

市長公室 １ 生活福祉課 ３

財政課 １ 高齢者支援課 ２

総務課 ６ 健康課 １

情報システム課 １ 子ども政策課 １

契約管財課 ２ 保育課 １

課税課 ９ 都市計画課 １

環境政策課 ２ 区画整理推進室 ２６

生活環境課 ４ 管理課 １１

農林課 １ 建設課 ２

議会 議会事務局 ２ － －

教育委員会
教育総務課 ３ スポーツ推進課 ３

指導室 ３ 図書館 １

合計 ９３件

ද２　市政ใの公開・ඇ公開ͳどのॲ理݅
区分 公開 一部公開 非公開 取下げ 審査請求

義務的公開 ３１ ３２ １ １ １

任意的公開 ９ １６ ２ １ ０

合計 ４０ ４８ ３ ２ １

※任意的公開…市政情報の公開を請求できるもの以外からの申出に対する公開とあきる野市情報公開条

例の施行前に作成・取得した市政情報の公開

ද３　࣮施ؔػผのݸਓใ開ࣔ݅ٻ
実施機関 主管課 件数 主管課 件数

市長

市民課 ２ 子ども家庭支援センター ３

課税課 １ 保育課 １

高齢者支援課 ３ 建設課 ２

教育委員会 指導室 １ － －

合計 １３

ද４　ݸਓใの開ࣔ・ඇ開ࣔͳどのॲ理݅
開示 一部開示 非開示 取下げ 審査請求

３ １０ ０ ０ ０

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、施設の臨時休館・臨時休場する場合があります。

※詳しくは、右のコードからご確認ください。公共施設の再開状況

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、施設の臨時休館・臨時休場、駐車場の閉鎖をしてましたが、緊急事態宣言の

解除を受け、各公共施設を開館しています。６月５日時点で、一部の利用を制限している施設などは、次のとおりです。また、再開中の

施設では、「３つの密」を避けるため、「ソーシャルディスタンス」の確保などのため、一部の施設の利用や入場を制限することがあります。

スポーツ施設
（スポーツ推進課　☎５５８－１２６２）

※各窓口で配布する「【重要】施設利用

に当たってのお願い」を必ず確認の上、

ご利用ください。

〇秋川体育館

・第 2 トレーニング室…利用不可

〇五日市ファインプラザ

・プール…個人利用のみ可（予約制）

・トレーニング室…利用不可

〇市民プール

・個人利用のみ可（予約制）

〇いきいきセンター

・プール…個人利用のみ可（予約制）

・トレーニング室…利用不可

※図書館全館の座席は利用不可

　（段階的に座席利用等を広げます）

〇市立公園

・団体の予約利用は、午前中のみ

〇草花公園クラブハウス

・団体の予約利用は、７月１日 から

〇秋留野広場

・団体の予約利用は、７月１日から

図書館
（☎５５８－１１０８）

〇乳幼児ショートステイ

・３歳未満児の宿泊の受入れのみ利用不

　可

〇病児・病後児保育室

・子どもの症状によって、受入れ人数の

　制限あり

〇子育てひろば

・予約制、人数制限あり

・1 回の利用時間は 1 時間 30 分

子育て支援事業
（病児・病後児保育室ぬくもり　☎５１８－７０７８）

※利用時間は平日午前９時から午後６時まで、貸出し施設は会議室のみ利用可

公園
（管理課　☎５５８－２０３５）

※７月１日から再開

・児童館施設の貸し出し開始時期につい

　ては未定です。

児童館
（子ども政策課　☎５１８－７８５４）

秋川ふれあいセンター（福祉総務課　☎５１８－７２５０）

あきる野市ॴ　☎（���）���－����᷄� ྩ２（����）６݄��日 （�）

（以下は広告枠です）

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報

保
護
制
度
の
利
用
状
況

火
災
に
よ
る
死
者
ゼ
ロ

　

３
０
０
０
日
を達成

し
ま
し
た


